
 

取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

  

（報告事項） 

第14条 規程第２２条に規定する当取引所が定める場合は、

次の各号に掲げる場合とし、所定の報告書に当取引所が必

要と認める書類を添付して報告するものとする。 

（１）～（８）の２ （略） 

（８）の３ 事業年度の末日の変更があったとき。 

（９）～（２７） （略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成26年11月30日から施行する。 

（報告事項） 

第14条 規程第２２条に規定する当取引所が定める場合は、

次の各号に掲げる場合とし、所定の報告書に当取引所が必

要と認める書類を添付して報告するものとする。 

（１）～（８）の２ （略） 

（新設） 

（９）～（２７） （略） 

 

 

 

  
 
 
 


